
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令等を改正する政令案等の概要 

 

 銀行法等の一部を改正する法律の施行に伴い、金融機関の信託業務の兼営等に関す

る法律施行令その他の法令及び金融庁事務ガイドラインについて、所要の整備を図る

こととする。 

 

１．金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令等を改正する政令案 

（１） 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令の改正 

  都市銀行、長期信用銀行及び農林中央金庫の本体での信託業務への参入を

認めるとともに、金融機関が営むことができない信託業務を規定するほか、

所要の規定の整備を行うこととする。 

  （２） 宅地建物取引業法施行令及び不動産特定共同事業法施行令の改正 

上記を受け、改正法施行後新たに信託業務を兼営する金融機関に対し、そ

の行う業務を限定する旨の条件が付された免許等を受けた者とみなして宅

地建物取引業法及び不動産特定共同事業法を適用する規定を設けるほか、所

要の規定の整備を行うこととする。 

  （３） その他 

     その他所要の規定の整備を行うこととする。 

   

２．金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則等を改正する内閣府令案 

（１） 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の改正 
 信託代理店の設置者等について規定するほか、所要の規定の整備を行う

こととする。 

（２） その他 

  その他所要の規定の整備を行うこととする。 
 

３．金融庁「金融監督等にあたっての留意事項について」（事務ガイドライン 第

一分冊：預金取扱い金融機関関係）の改正 

信託兼営認可及び信託代理店認可に際しての留意点を規定する他、所要の規

定の整備を行うこととする。 

 

４．施行時期 
平成１４年２月１日から施行する。 


